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第９回 府中市農業委員会総会議事録 

 

１ 開 会  令和６年３月２１日（木）午後１時５５分 

閉 会  令和６年３月２１日（木）午後２時３５分 

場 所  市役所おもや２階Ａ２０１会議室 

 

２ 会議録署名委員  

 １番 糟 谷 嘉 孝 委員    ２番 千金楽 千 詠 委員 

１１番 市 川 耕 作 委員（会長） 

 

３ 出席委員 

１番 糟 谷 嘉 孝 委員    ２番 千金楽 千 詠 委員 

３番 住 﨑 岩 衛 委員    ４番 菊 池 伸 明 委員 

５番 市 川  光  委員    ６番 平 田 佳 子 委員  

７番 小 牧 直 子 委員     

９番 堀 江 昭 夫 委員   １０番 高 橋 規実代 委員 

１１番 市 川 耕 作 委員   １２番 戸井田 昭 次 委員 

１３番 𠮷 野 英 治 委員    

１５番 澤 井  正  委員   １６番 朝 倉 直 樹 委員 

１７番 石 坂 成 雄 委員   １８番 大 室 正 行 委員 

１９番 榎 本 重 雄 委員９番 ２０番 松 村 昌 治 委員 

 

４ 欠席委員 

   ８番 土 屋 眞理子 委員   １４番 髙 木 一 郎 委員 

 

５ 議 長 

  １１番 市 川 耕 作 委員（会長） 

 

６ 事務局（説明員） 

  髙野和夫局長 加藤泰幸主査 椹澤有一事務職員 原口幸代事務職員 
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議 事 日 程 

 

１ 会期の決定について    

２ 会議録署名委員指名について  

３ 第１号議題 報告 農地の転用届出について  （農地法第４条関係） 

４ 第２号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について 

                           （農地法第５条関係） 

５ 第３号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

６ 第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

７ 第５号議題 報告 農地の賃貸借の合意解約について（農地法第１８条関係） 

８ その他 

（１）生産緑地地区の制限解除について              ･･･資料№１ 

（２）３月度活動報告について                  ･･･資料№２ 

（３）令和６年度府中市農業委員会活動指針           ･･･資料№３ 

（４）次回の総会開催日 

    日 時 令和６年４月２５日（木） 午後２時から 

    場 所 市役所おもや２階Ａ２０１会議室 

（５）その他 
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午後１時５５分開会  

 

○議長（市川委員） 皆さんこんにちは、定刻少し前ですが、出席予定の皆さんお

揃いになりましたので、ただ今より、第９回府中市農業委員会総会を開会したいと

思います。今週は非常に強い風の日が多かったので、ハウスとか大丈夫でしたでし

ょうか。 

本日は、８番、土屋委員さん、１４番、髙木委員さんから都合により欠席の連絡

が入っております。 

出席者の人数は定足数に達しておりますので、会議は有効に成立していることを、

ご報告いたします。 

 会期につきましては、議案の都合により、本日限りとしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。（「異議なし」の声） 

 ご異議がないようですので、会期は、本日限りといたします。 

次に、会議録の署名委員ですが、慣例により、議席の順番に指名させていただい

てよろしいでしょうか。（「異義なし」の声） 

ご異義がないようですので、今回は１番、糟谷委員さん、２番、千金楽委員さん

にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

また、今回も会議の時間短縮に心がけたいと思いますので、議案の説明は省略し、

委員さんの報告からお願いしたいと思います。 

それでは、「第１号議題 報告 農地の転用届出について」を議題とします。報告

件数は２件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願いします。 

第１号議題の説明文 

第１号議題、報告、農地の転用届出について、農地法第４条関係。 

第１項、届出者は、府中市住吉町〇の○○の○、○○○○、土地の所在は、四

谷○の○○の○○，○○の合計２筆、１５１．３３平方メートル。届出書が到達

した日は令和６年２月２６日、転用の目的は公衆用道路となっています。 

２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は澤井委員さんにお

願いしています。 

第２項、届出者は、小金井市前原町○の○の○○、○○○○○、土地の所在

は、浅間町○の○の○、９９３平方メートル。届出書が到達した日は令和６年３

月７日、転用の目的は日帰り通所施設となっています。 



- 4 - 

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は堀江委員さんにお

願いしています。 

 

○事務局 (原口事務職員） はい、会長、第１号議題、報告、農地の転用届出につ

いて、農地法第４条関係。 

第１項の現地の確認は澤井委員さんにお願いしています。 

第２項の現地の確認は堀江委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） では、第１項、澤井委員さん如何でしょうか。 

○委員（澤井委員） はい、先日現地確認に行って参りました。先月出た場所のそ

ばなのですが、道路がちゃんと完成していました。問題ないと思います。 

○議長（市川委員） はい、続きまして第２項、堀江委員さん如何でしょうか。 

○委員（堀江委員） はい、地図の４ページです。月曜日に見に行かせてもらいま

したが、既に整地されてきれいになっていました。問題ないと思います。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。他に質問やご意見はございま

すでしょうか。（「異議なし」の声） 

ご意見等がないようですので、第１項、第２項の報告を了承することにいたしま

す。 

それでは、「第２号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について」を議

題とします。報告件数は１件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願い

します。 

第２号議題の説明文 

第２号議題、報告、農地の転用のための権利移動届出について、農地法第５条

関係。 

第１項、譲受人は日新町〇の○の〇、○○○○○、譲渡人は四谷○の○○の

○、〇○○○、土地の所在は四谷〇の○○の〇，○○の合計２筆、８４平方メー

トルで所有権の移転です。届出書が到達した日は令和６年２月２７日、転用の目

的は公衆用道路となっています。 

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は市川会長さんにお

願いしています。 
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○事務局 (原口事務職員） はい、会長、第２号議題、報告、農地の転用のための

権利移動届出について、農地法第５条関係。 

第１項の現地の確認は市川会長さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項は私です。５、６ページになります。１５日に

現地を見て参りました。当該地の上の部分が売却されたのですが、そこにつながる

道路が１ｍ程の赤道しかなく、道路を広げないと開発が出来ないということで、田

んぼの一部分を道路用に売却するために、この権利移動届出が提出されたものです。

特に問題ないと思います。 

 第１項について他にご意見等ございますか。（「意義なし」の声） 

ご意見等がないようですので、第１項の報告は了承することにいたします。 

次に、「第３号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明につい

て」を議題とします。証明申請の件数は２件です。事務局から現地確認の委員さん

の報告をお願いします。 

第３号議題の説明文 

第３号議題、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について。 

第１項、次の者が当該生産緑地に係る農業の主たる従事者であることを証明す

る。 

申請者、日新町○の○○の○○、○○○○、農業の主たる従事者、日新町○の

○○の○、○○○○、買取り申し出生産緑地は、日新町○の○の○から○の合計

５筆、田、１，９９１平方メートル。 

第２項、次の者が当該生産緑地に係る農業の主たる従事者であることを証明す

る。 

申請者、朝日町○の○○、○○○○、○○○○、小田原市国府津○○○○、○

○○○○、農業の主たる従事者、朝日町○の○○、○○○○○、買取り申し出生

産緑地は、朝日町○の○○の○○，○○，○○，○○の合計４筆、畑、４３８平

方メートル。 

８、９ページは○○氏から提出された証明申請書、買取り申し出生産緑地の明

細書で、１０ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は市川光委

員さんにお願いしています。 

１１から１３ページは○○氏他２名から提出された証明願、○○氏以外の氏
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○事務局 (原口事務職員） はい、会長、第３号議題、生産緑地に係る農業の主た

る従事者についての証明について。 

第１項の現地の確認は市川光委員さんにお願いしています。 

第２項の現地の確認は戸井田委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項、市川光委員さん如何でしょうか。 

○委員（市川光委員） はい、資料の７ページの上半分ですが、昨年相続が発生し

て買取申請が出たのだと思います。地図は１０ページ、入り口がとても分かりづら

かったのですが、住宅街に囲まれていて、昨年稲の耕作が終わったあと、耕して菜

花がきれいに咲いていました。周りの上の方は雑草が刈られておりまして、耕作し

ているという形で、特に問題ないと思います。 

 ○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続いて第２項について、戸井

田委員さん如何ですか。 

○委員（戸井田委員） はい、案内図は１４ページです。現地を見たのですが、冬

場ということもあり、全く作付けされておりません。事情が分からないので、詳し

い話は事務局からしていただくとありがたいのですが、周りに大きな松が四方に植

えられて、これでやるのもちょっときついかなという感じもするんですが、特に問

題はないと思います。補足は事務局からお願いいたします。 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、付け加えさせていただくと、現地につきまして

は７ページに書いてある農業の主たる従事者証明にあるように、相続が発生して兄

弟３人で共有していますので、生産緑地の買取申請をするために３人の名前で申請

しています。生産緑地が解除され市街化農地になってから、それぞれ分けて駐車場

等にすると聞いています。また、その段階で４条や５条の農地転用届出が出てくる

と思います。あと当該地の南側ですが、代表して申請している方が農業を続けると

いうことで、先日納税猶予の申請をしたんですが、そこも共有地になっているので、

３条になると思いますが権利移転の手続きが出てくると思います。 

○議長（市川委員） はい、第１項、第２項について、何か質問やご意見はござい

ますでしょうか。（「異議なし」の声） 

名、捺印、買取り申し出生産緑地の明細書で、１４ページの案内図は当該地を示

しております。現地の確認は戸井田委員さんにお願いしています。 
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 ご意見等がないようですので、第１項、第２項は証明することといたします 

次に、「第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について」を議題と

します。証明申請の件数は６件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願

いします。 

第４号議題の説明文 

第４号議題、引き続き農業経営を行っている旨の証明について。 

第１項、次の者が令和３年２月２６日から令和６年２月２５日まで、引き続き

農業経営を行っていることを証明する。 

申請者、多磨町○の○○の○、○○○○、土地の所在は、多磨町○の○○の

○，○の合計２筆、畑、１，７００．７０平方メートル。 

第２項、次の者が令和３年３月９日から令和６年３月４日まで、引き続き農業

経営を行っていることを証明する。 

申請者、白糸台○の○○の○、○○○○、土地の所在は、紅葉丘○の○○の

○、白糸台○の○○の○から○、○○の○から○、白糸台○の○の○の合計１１

筆、畑、３，９６８．２１平方メートル。 

第３項、次の者が令和４年９月１４日から令和６年３月４日まで、引き続き農

業経営を行っていることを証明する。 

申請者、第２項と同じ○○○○、土地の所在は、朝日町○の○○の○、畑、

１，１８０平方メートル。なお、本件は令和３年１１月に○○○○氏が相続をし

た農地です。 

１６ページに移りまして、第４項、次の者が令和３年３月４日から令和６年２

月２５日まで、引き続き農業経営を行っていることを証明する。 

申請者、若松町○の○○の○、○○○○○、土地の所在は、若松町○の○○の

○○の一部，○○の合計２筆、畑、７７８平方メートル。 

第５項、次の者が令和３年３月９日から令和６年３月７日まで、引き続き農業

経営を行っていることを証明する。 

申請者、南町○の○○の○、○○○、土地の所在は、南町○の○○の○，○、

○○の○、○の○○の○，○の合計５筆、田と畑を合わせて１，６２５平方メー

トル。 

第６項、証明期間、申請者の住所とも第５項と同じで、申請者は○○○○○、

土地の所在は、南町○の○○の○、○○の○、○の○○の○、○○の○の合計４
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○事務局 (原口事務職員） はい、会長、第４号議題、引き続き農業経営を行って

いる旨の証明について。 

第１項から第３項の現地の確認は戸井田委員さんにお願いしています。 

第４項の現地の確認は大室委員さんにお願いしています。 

第５項第６項の現地の確認は朝倉委員さんにお願いしています。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項から第３項、戸井田委員さん如何ですか。 

○委員（戸井田委員） はい、西武多摩川線の西側に位置しております。案内図の

１９ページです。一団地大きい土地がありまして、きれいに耕作されております。

筆、田と畑を合わせて１，６６０平方メートル。 

１７、１８ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

１９ページの案内図は当該地を示しております。 

２０、２１ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

２２、２３ページの案内図は当該地を示しております。 

２４、２５ページも○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

２６ページの案内図は当該地を示しております。以上の第１項から第３項の現

地の確認は戸井田委員さんにお願いしています。 

２７、２８ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、芋類や芝生を生産しています。 

２９ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は大室委員さんに

お願いしています。 

３０、３１ページは○○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

３２、３３ページの案内図は当該地を示しております。 

３４、３５ページは○○○○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明

細書で、各種野菜を生産しています。 

３６、３７ページの案内図は当該地を示しております。以上の第５項、第６項

の現地の確認は朝倉委員さんにお願いしています。 
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現在冬場なのであまり作付けされておりませんが、ネギを少しと柿が植わっており

ました。 

 続きまして第２項、案内図２２ページ。こちらも西武多摩川線の西側に位置する

場所で少し分かりづらいのですが、住宅街に隣接しております。現地にはハウスが

２棟建っていてネギ等が植わっておりまして、きれいに耕作されており問題ござい

ません。 

 案内図２３ページですが、上の方の京王線の北側の方は、きれいに小ネギ等が植

わっておりました。下の方の大きな土地は、こちらもネギとミカン等果樹類が植わ

っておりまして、特に問題ございませんでした。 

 案内図２６ページです。外語大の西側で、住宅街に囲まれておりまして、現地は

ハウス、ソラマメ等が植わっておりました。特に問題ございません。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続きまして、第４項、大室委

員さん如何でしょうか。  

○委員（大室委員） はい、３月１６日に現地確認に行って参りました。畑の８割

位に芝が植えられておりまして、その他梅の木が１本、残りは耕してありましたが、

行った時には作物は植えられていない状態でした。雑草等は処理されておりまして、

畑としては管理されていたので、問題ないと思います。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。続きまして、第５項、第６項、

朝倉委員さん如何でしょうか。 

○委員（朝倉委員） はい、第５項、第６項はご家族なので一緒に説明させていた

だきます。３２ページと３７ページは自宅の近くの畑なのですが、こちらは冬野菜

が残っているのと、もう夏のエダマメの準備をされていて、よく管理されて問題な

いです。また、３３ページと３６ページが地続きとなっております。ここにはハウ

スが建てられておりまして、中ではミニトマトとスナップエンドウを作っておりま

した。ハウスの場所がきれいに分かれている訳ではなく、当該地の両方の方に重な

るようにハウスが建っていました。問題ないと思います。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。第１項から第６項について、

他にご意見等ございますか。（「異議なし」の声） 

 ご意見等がないようですので、第１項から第６項は証明することにいたします。 

次に、「第５号議題 報告 農地の賃貸借の合意解約について」を議題とします。 
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○議長（市川委員） 本件は議案書の通り合意解約がなされたものですが、ご質問

等何かございますか。３９ページから４１ページになります。（…） 

ご意見等がないようですので、本件は報告を了承することといたします。 

次に、８「その他」に入ります。 

はじめに（１）資料ナンバー１の「生産緑地地区の制限解除について」ですが、

何かありますか。買取申出が２件ございました。（…） 

なければ、（２）資料ナンバー２「３月度活動報告について」ですが、何かありま

すか。１２日に役員会とありますが、こちらに書いてあるメンバーで、現在市会議

員との懇談の場の下打ち合わせをしました。本日総会の後で部会長を始め役員の皆

様に、内容を説明しご意見等を伺いたいので後ほどお願いしたいと思います。１８

日は東京都農業会議の通常総会がありました。立川のエミシアホテルで、事務局と

私で参加をしました。（…） 

なければ、（３）資料ナンバー３「令和６年度府中市農業委員会活動指針につい

て」を事務局から説明をお願いします。 

第５号議題の説明文 

第５号議題、報告、農地の賃貸借の合意解約について、農地法第１８条関係。 

本件は、当該の国有農地を○○氏が借りていましたが、今回の賃貸人である○

○○○○○○○○○○○株式会社が、国有農地の払下げの優先権を持っている旧

地主が払下げを受けた後、同日に賃借権も含めて所有権を取得したものです。そ

して、その賃借権を解消した通知となっています。 

今後、生産緑地を解除して、転用すると思われます。 

１の当事者の賃貸人は小金井市中町○の○○の○、○○○○○ビル１階、○○

○○○○○○○○○○株式会社、代表取締役、○○○○、賃借人は府中市小柳町

○の○○の○、○○○○、○○氏の成年後見人、立川市柴崎町○の○○の○、○

○〇〇〇〇〇ビル２－Ｂ、〇〇〇〇〇〇法律事務所、弁護士、〇〇〇〇〇。 

２の土地の所在は小柳町〇の〇〇の〇、田、６４５平方メートル。 

３から６の賃貸借契約の内容、合意解約の合意が成立した日にち等は記載の通

りです。 

３９、４０ページは農地法第１８条第６項の規定による通知書、解約の合意書

で、４１ページの案内図は当該地を示しております。 
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○事務局（髙野局長） はい、令和６年度府中市農業委員会の活動指針でございま

すけれど、この指針につきましては２月１５日に昭島市で開催されました、第６５

回農業者大会で採択されました、農業委員会活動の指針決定に関する決議等、具体

的な活動を基に府中市用にアレンジして作成したものでございます。 

 １の基本方針としましては、第４次府中市農業振興計画で掲げました「地域と共

存し未来へつなぐ魅力あふれる府中の農業」のスローガンを基に、その実現に向け

まして府中市農業委員会が、府中農業が豊かな市民生活を支える存在といたしまし

て、また地域社会に貢献していくための様々な課題に積極的に取り組んでいくこと

をうたっております。 

 ２の重点活動等につきましては、特定生産緑地制度をはじめとした農地の有効活

用の推進や、農地等の利用の最適化を推進する活動など６つの取り組みを掲げまし

た。そのうち（３）の遊休農地の発生防止に関する目標に関する現況につきまして

は昨年と変更ございません。令和７年１月が３年後の目標年にあたりますので、各

面積の数字が達成した暁には、その検証が必要なものと考えております。 

 ３ページに移りまして、３の各種活動でございますが、大きく３つの括弧で構成

しておりまして、その中で更に細分化して各取組みを示しております。各取組みに

つきましては農業委員会総会にて質問が出まして、確認、検証を行うと共に、この

指針にとらわれることなく、新たな取組みがあれば推進していくものであります。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。皆さんから何か質問、ご意見

等ありますでしょうか。（…） 

○委員（戸井田委員） はい、会長、よろしいでしょうか。これは先に行われた大

会での活動指針を府中市に置き換えてと理解してよろしいですか。中でも２ページ

目の遊休農地の発生防止に関する目標および評価方法、これはパッと見たのですが

府中市も該当しているのですか。 

○事務局（髙野局長） はい、こちらは該当していないです。遊休農地はない状態

です。 

○委員（戸井田委員） そうしますと、府中市の活動指針の中にもう少し現状と合

わない部分を加筆したりするような形はしないんですか。 

○事務局（髙野局長） はい、この（３）につきましては、昨年度から記載するよ

うにと言われておりまして、それを受けて府中市だけではなく他市も載せているよ

うな状況です。これを昨年５年の活動に載せて、そこから３年後、令和１０年１月
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の目標という形になっております。これは必須の項目となっておりますので、遊休

農地がなくても載せる形でありまして、皆さんのお力を得ながら遊休農地がないよ

うな形で管理していく形になると思います。 

○委員（戸井田委員） そのようなことだと想定しておりますが、府中市の農業の

課題に関する特色をこの中に入れた事項というものはありますか。 

○事務局（髙野局長） はい、各個別になりますが、農業まつりですとか、品評会、

あるいは府中市が実施しています市民農業大学などを通じた、府中農業のＰＲです

とか、府中産農業の購入とか、農業体験の参加を行うということで、地域の農業の

確立に向けた活動ということで、いかに府中農業の応援者を作っていくかという形

でこちらは述べさせていただいておりますので、その辺の表現は府中独自なのかな

と思います。 

○委員（戸井田委員） 大局的な目標ということで理解できますけど、なかなか難

しいとは思いますが、この中に記載されている施策の実現に向けた総経費の計上や

農業委員会としてこういうことをやっていただきたい等、短期的な具申を行政にす

るような形が取れたらありがたいなと、個人的に思っております。これが、私の持

論です。 

先に石坂委員さんから議員との懇談を実施し、現状を知っていただくと、現状を

把握した上で、今度はこのような施策をしていきますという形が取れ、繋がるので

はないかかと私は思っています。 

ですから、農業委員会が法的な処理をするというのが第１目標ですけど、第２に

府中市の農業の振興を図るというようなことを、今後少し時間の中で話し合いがで

きたらと思っております。 

そうしませんと、大会での方針は方針として、各市の状況は違うと思うので、府

中市の特色を出すような目標・方針を作り、一年たったらそれを評価し、これは出

来なかったから来年はこうしたいというようなことをしないと、農業そのものが先

細りになるんじゃないかと危惧しています。 

○事務局（髙野局長） はい、先ほど言いましたけれど、この取り組みにつきまし

ては、農業委員会総会で確認、検証を行う必要があると思います。 

また、この指針にとらわれないで、新たな課題とかがありましたら、この場で議

論していただいて翌年に続けていただくと、まあ年度内で解決すればいいですけど、

持ち越しになるような課題もあるかと思います。 
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その辺はここに書いていなくても、新たな令和７年度とか、令和８年度に指針を

作るのであれば、その時にそのことを明記して、１個ずつ終わったものは消して、

また新たな課題は載せると、そんな形でうまくローリングしていく形で総会を決め

るのがいいのではと思います。 

○委員（戸井田委員） ぜひ、お願いします。 

○議長（市川委員） はい、他にありますでしょうか。 

○委員（市川光委員） はい、今の戸井田さんの話は、私もそう思ってはいるので

すが、私も初めてだったもので、昨年７月からだったから、こういう活動の指針が

ないのかなと思ったら、年度始めにやっているんですよね。 

その辺のところがどうやっているのかなと聞いて思っておりました。 

以前、令和４年度に作った府中市の農業振興計画を見させていただいたのですが、

この中に府中市の皆さんから寄せられたところの、府中市の現状の問題点などがけ

っこう書いてありますよね。 

そういうところから本当はこの中に当面あるやつをもう一回プロットしてやると、

皆さん農業委員としても、今度皆さんの農業委員が何かの寄合とかなんかで農業の

仲間とかに聞くときに聞きやすいじゃないかなと思うのですよね。 

それが皆さんの農家の人にとってそういう現状を踏まえてやれば、更に農家の人

からもいい意見が出て来るんじゃないかな。そのようなものをまとめていくのが、

農業委員会じゃないかな、そして、それを市の方に提言したりして、私達が農業を

やりやすいように活動出来たらいいんじゃないかなと私は思っています。 

こういう形で出てくるのは本当にいいと思うので、そういうことも踏まえてここ

に記載していただければなと思っております。 

○会長職務代理（菊池委員） はい、私も委員のおっしゃるようなことは感じてお

りまして、府中市としてというよりも農業委員の第１条だったと思うのですが、農

業者の地位の向上に努めるというところがあったと思うので、農業委員の日常活動

ですとか出仕活動とか、農業者の支援という所で農業委員、農業委員会として、府

中市の農業者への地位向上につながるような施策の提言をしていくみたいなことが

盛り込まれていると、戸井田委員の発言等も含めていいのかなと思いました。 

○議長（市川委員） はい、ありがとうございます。他にありますか。（…） 

 先ほど議論に出ました。行政機関との懇談については、この後で部会長以上でも

う一度検討して、次の４月の時に農業委員の皆さん全員にどういう方向で進めるか
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をご報告させていただきたいと思っております。 

 次に、（４）の「次回の総会開催日」ですが、次回は４月２５日、木曜日、午後２

時から２階の会議室となりますのでご出席をお願いします。 

次に、（５）のその他ですが、委員さんからありますか。 

○委員（市川光委員） はい、少し教えてもらいたいのですけど、今回農地の転用

で現地確認に行ったのですが、業者さんから聞いて工事が始まるからと説明があっ

たんですけど、農地転用は受け取った段階で工事は開始してよいと理解していいの

ですか、私は農業委員会総会で皆さんの了承をもらった後に、工事に着工すると思

うのですが、業者さんはこれを提出したから、工事は了承されているんで、工事を

始めましたと説明しているんです。 

それはおかしいのと言ったのですけど、一週間位いいじゃないかとも思いますが、

本筋はそうじゃないんじゃないかと思っています。その辺の考え方を教えてくださ

い。 

○事務局（椹澤事務職員） はい、まずは業者が転用届を農業委員会に出します。 

提出され時点で書類の審査をして、問題がなければ決裁を得た後、受理通知書を

発行します。 

その受理通知書が手元にいった段階から有効になりますが、受理通知書の中では

提出日から有効ですという表現になっているので、市街化区域においては農業委員

会が書類を受理した段階から、有効になるとご理解いただけたらと思います。また、

受理したら直近の農業委員会に報告するということになっています。 

○委員（市川光委員） 分かりました。 

○議長（市川委員） 他はよろしいですか（…） 

 なければ、事務局から何かありますか。 

○事務局（原口事務職員） はい、「農業委員・農地利用最適化推進委員活動記録」

推進要綱について説明をさせていただきます。一昨年、農林水産省より「農業委員

会による最適化活動の推進等について」が発出され、農業委員会活動の目標設定や

点検、活動記録の徹底が改めて示され、このたび令和６年度に向けて、農業委員・

農地利用最適化推進委員活動記録推進要領が定められましたので、同推進要領及び、

農業委員活動記録カードを配布させていただきました。 

 農業委員活動記録カードについての補足説明です。総会がＡ、農業者大会や研修

や会議等に出席されたらＢ、農業まつりなど市民との交流はＥ、日常の農地の見ま
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わりはＦ、農転や納税猶予等の現地確認はＧ、が該当します。 

例年、Ａの総会や、Ｇの現地確認については多くの方が記入してくださいますが、

Ｂの会議・研修、Ｅの農業まつり等市民との交流などが記載がされていないケース

が多く見られます。こちらの活動記録カードは、年度末に件数を取りまとめて東京

都農業会議に報告しますので、漏れなく記入していただけますようよろしくお願い

いたします。 

 続きまして、総会終了後に役員会を行いますので、役員の方と石坂委員はお残り

下さい。 

 また、緑のファイルはご記入されましたら、活動記録カードと一緒に机の上にそ

のまま置いておいて下さるよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（市川委員） 他に事務局からありますでしょうか。 

○事務局（髙野事務局長） はい、私事ではございますが、この３月で退職いたし

ます。皆さまにはいろいろご指導いただいたり、お世話になったりした３年間でし

た。ありがとうございました。これからは皆さまと同じ立場になります。今後もよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（市川委員） 後任については、別途、４月の総会には紹介できると思いま

す。３月末には決まると思いますので、役員の方々には先に紹介する機会があるか

と思います。 

髙野局長、いろいろとお世話になりありがとうございました。 

 それでは、本日の議題は全て終了となりますので、「第９回府中市農業委員会総

会」を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

午後２時３５分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 


